
ご意見の概要 件数 本市の考え方

1
内容がすべて検討する等の事柄にて終わっています。すなわち、市民に対
して今後どうのようにあるべき姿を問うものでありません。もっと具体的な将
来像を示し、意見を集約すべきです。
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Ｐ2,3で、Ａ～Ｅの費用負担区分の表がありましたので、Ａ～Ｅの代表的な例
を聞こうとしたのですが、「まだ決まっていない」との返答。いつ？どこが？
決めていくのかの問いにも「決まっていません」との返答でした。考えるのに
具体的なものがほしかったので、代表的な例、特にＡ，Ｅ位は返事があるだ
ろうと思ったのだが、おおまかなことさえ言えない内容をどのように議論され
ていくのだろうか。骨子案には「段階的に…経費を受益者に負担していただ
くこととします」と書いてある。これでは、財源のためにいろいろな理由をつ
けて上げたり下げたりの話になっていくのではないかという危惧がでてき
た。
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公的施設の充実は市民のレベルアップにつながります。市民のレベルアッ
プは、審議会での発言にも活かされ、ひいては行政のレベルアップにも繋が
るものだと実感しています。
財政が縮小される度、教育・文化の面に最初に的にされるのはやめて頂き
たい。長いスパンで育て発展させていく度量の深さ広さを持って頂きたいと
切望します。誰でも、いつでも気楽に利用出来る施設の良さを出来るだけ維
持して下さるようにお願い申しあげます。
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行政は短絡的に利用する人と利用しない人の公平性を言われ、利用してい
ない市民が負担しなければならないことへの不公平性（？）を指摘されます
が、それらの内容、目的が公益性やまちづくりに関して市民を育成するもの
であり、それがまちづくりに繋がっていくのであれば、決して公平性が損なわ
れているとは思えません。
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公民館活動、図書館の使用などは、むしろ、生活・健康の充実を含め、文
化、情報の発信基地として充実させる必要のあるところだと思っている。み
んなが集まり、楽しみを持つ、会話する、物を創造する、切磋琢磨するなど、
それらは目標につながったり、外へ出る・交流するなどと健康にも結びつく。
そんなことをする時間がないという人は、時間が取れないことが問題で、そ
れはそんな風に働かされていることが問題なのである。これは、社会全体、
政治、企業の姿勢に関係する。趣味を持たない人は人との交わりの機会が
少なくなるのでそれはそれで問題である。公民館活動が単に趣味の場とし
て安直に考えないでほしい。
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他の民間の有料施設と類似した活用については、無料で公共施設を利用
する必要はないと思います。公共施設においては、その施設の理念、目的
に沿ってきちんと今一度見直し、基本方針に掲げてあるように、各施設の性
質に応じた統一適用基準を設け守っていただきたいです。
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　市民の皆様にご理解いただけるよう、各施設の性質
に応じた減免基準を検討します。
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Ｐ1の「背景には…利用する人しない人そして公平・公正…」と説明されてい
ます。市の姿勢に疑問を感じました。背景の文章にサービスをしているよう
な感じは受けるが、市民の生活・健康を守るという意識が伝わってきませ
ん。税金が無駄なものに使われていないか、など税金の使い道をどこで減
らそうかと考えるのが優先され過ぎている感じがします。採算性や公的関与
など線引きをし、一応の目安なのでしょうが、機械的で冷たい感じがします。
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「公平・公正」について、負担を同じようにするのが公平であるような錯覚に
させられてしまうが、社会から与えられる内容が同じという発想がほしい。公
正とは応能負担という発想に立ってほしい。（応能負担とは「たくさん金を貯
めこんでいる大企業からや株や投資で儲けている人からの税金をもっと社
会に還元してもらい」、弱者には負担をもっと軽減するという発想です。）
格差が広がっているという現在、社会保険料の負担率は所得の少ない人の
方が高い。税金も所得の低いほうが大きい負担になる。だから、市は、国の
税金の集め方、使われ方の見直しを主張し、府にも意見を述べるくらいは最
低してほしい。そして、生活・健康にかかわることは、市が守っていくというぐ
らいの姿勢を持ってほしいし、もっと努力をしてほしい。
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その施設が何をしている所か、どこにあるのか、市民への認知度を幅広く
知ってもらうためには、ただ機能が揃っていれば複合的にくっつけるという考
え方はおかしいと思います。職員や市民が一生懸命ＰＲに努力してきて、よ
うやく今がある事も知ってください。取り分け女性センター設立に際しての市
民の熱意と努力は、府庁まで出向き何度も何度も交渉し、当時の市長の後
押しを頂いて手にできた建物でもあり、耐震性の問題も重要ですが、移転に
は充分留意してください。よろしくお願い申し上げます。
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　公共施設の複合化に関するご意見につきましては、
関係課へお伝えします。

　今回の基本方針の意見聴取は、使用料等を設定す
る際の基本的な考え方をお尋ねするものです。Ａ～Ｅ
の区分の詳細などの個別具体的な料金の設定に関
わることにつきましてはご意見聴取の対象とはしてお
りません。
　なお、今後は各施設の「採算性」と「公的関与の必要
性」を考慮して各施設をＡ～Ｅに区分し、区分に応じ
て、ご負担いただく経費を設定するという考え方です。

　この基本方針は、原則的に岸和田市内全ての公共
施設を対象に使用料等を設定する際の基本的な考え
方と減免の基準を定めようとするものです。
　料金の設定に際しては、公的関与の必要性も考慮
するほか各施設の性質に応じ利用者や利用目的、活
動内容に着目した減免基準を検討します。

　この基本方針は、受益者負担の原則に基づきまし
て、「公的関与の必要性の大小」なども考慮し、「利用
する市民」と「利用しない市民」の公平性を念頭に、双
方の市民の協力が得られるよう、適正な使用料を算
出するという趣旨で策定するものです。


